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クリーニング業法施行規則の一部を改正する省令の施行について 

 

 

 クリーニング業法施行規則の一部を改正する省令（令和元年厚生労働省令第 75 号。以下

「改正省令」という。）が本日別添のとおり公布され、令和２年４月１日より施行される

こととなった。 

 改正省令の趣旨、概要等は下記のとおりであるので、これらについて御了知の上、その

実施に遺漏のないよう適切な対応をお願いしたい。 

 

記 

 

第１ 改正の趣旨 

今般、令和元年地方分権改革に関する提案募集において、地方公共団体から、クリー

ニング師試験の受験願書に添える写真の大きさについて、手札形ではなく、一般に流通

する大きさに変更するべきとの提案があったことを踏まえ、改正を行うものである。 

 

第２ 改正の概要 

クリーニング業法施行規則第３条第２号を改正し、クリーニング師試験を受けようと

する者が受験願書に添える写真について、出願前６月以内に脱帽して正面から撮影した

縦 4.5 cm×横 3.5cm のもので、その裏面には撮影年月日及び氏名を記載することとす

る。 

 

第３ 施行期日 

令和２年４月１日 
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○
厚
生
労
働
省
令
第
七
十
五
号

ク
リ
ー
ニ
ン
グ
業
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
八
年
政
令
第
二
百
三
十
三
号
）
第
三
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
業
法

施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
元
年
十
一
月
二
十
七
日

厚
生
労
働
大
臣

加
藤

勝
信

ク
リ
ー
ニ
ン
グ
業
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

ク
リ
ー
ニ
ン
グ
業
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
厚
生
省
令
第
三
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別添
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（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
試
験
）

（
試
験
）

第
三
条

ク
リ
ー
ニ
ン
グ
師
試
験
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
受
験
願
書
に
次

第
三
条

ク
リ
ー
ニ
ン
グ
師
試
験
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
受
験
願
書
に
次

に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
、
都
道
府
県
知
事
（
法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定

に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
、
都
道
府
県
知
事
（
法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
地
方
厚
生
局
長
又
は
地
方
厚
生
支
局
長
（
以
下
「
地
方
厚
生
局
長
等

に
よ
り
地
方
厚
生
局
長
又
は
地
方
厚
生
支
局
長
（
以
下
「
地
方
厚
生
局
長
等

」
と
い
う
。
）
の
指
定
を
受
け
た
者
（
以
下
「
指
定
試
験
機
関
」
と
い
う
。

」
と
い
う
。
）
の
指
定
を
受
け
た
者
（
以
下
「
指
定
試
験
機
関
」
と
い
う
。

）
が
当
該
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
師
試
験
に
係
る
受
験
手
続
に
関
す
る
事
務
を
行
う

）
が
当
該
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
師
試
験
に
係
る
受
験
手
続
に
関
す
る
事
務
を
行
う

場
合
に
あ
つ
て
は
、
指
定
試
験
機
関
）
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

場
合
に
あ
つ
て
は
、
指
定
試
験
機
関
）
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

写
真
（
出
願
前
六
月
以
内
に
脱
帽
し
て
正
面
か
ら
撮
影
し
た
縦
四
・
五

二

写
真
（
手
札
形
と
し
、
出
願
前
六
月
以
内
に
正
面
で
撮
影
し
た
も
の
）

セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
横
三
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
も
の
で
、
そ
の
裏
面
に

は
撮
影
年
月
日
及
び
氏
名
を
記
載
す
る
こ
と
。
）
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附

則

こ
の
省
令
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


